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「2010年虚偽・違法広告における取り締まり特別業務実施意見」の発行に関する通知

各省、自治区、直轄市工商行政管理局、党委宣伝部、政府新聞弁公室、公安庁（局）、監察庁（局）、糾風弁、通信管理局、衛生庁（局）、広播電影電視総局、新聞出版局、食品薬品監督管理局、中医薬管理局：
十七大（中国共産党第17回全国代表大会）、第十七期中央委員会第3回、第4回全体会議及び中央経済工作会議の精神を徹底し、虚偽・違法広告における取り締まり特別業務を持続的に推進し、広告市場の整備規範化の強化をさらに進め、文化的で信頼できる広告市場の秩序を徹底して保護することを目的として、ここに「2010年虚偽・違法広告における取り締まり特別業務実施意見」を発行して送付する。通知を受け取った後、工商部門の指導のもと虚偽・違法広告における取り締まり部門共同会議を一度開催し、「実施意見」の要求に基づき、当該地区の実情を踏まえ、具体的な取り決めを速やかに作成し、各部門の役割を十分に発揮し、共同監督管理協力を強化し、当該業務を堅実かつ徹底的に実行されたい。

付録：2010年虚偽・違法広告における取り締まり特別業務実施意見
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付録：
2010年虚偽・違法広告における取り締まり特別業務実施意見

2010年虚偽・違法広告における取り締まり特別業務総体的要求は、十七大（中国共産党第17回全国代表大会）や第17期中央委員会第3回、第4回全体会議及び中央経済工作会議の精神を徹底し、科学発展観を全面的に実行し、人民の直接的利益の保護問題を徹底的に考慮し、消費者の権益を著しく損なう虚偽・違法広告に対して継続的かつ徹底的な取り締まりを行うことである。また、整備と規範化を同時に進め、広告発布前の審査、発布中の動態監督、発布後の法に基づく取締りを強化し、健全な監督管理、法執行の連動メカニズムを確立して管理の根本的な強化を行い、共同監督管理協力の強化や実効性の向上をさらに進め、健全で秩序ある広告市場環境を作り出すよう努めなければならない。

一、取り締まりの重点をさらに際立たせる

　（一）人民の健康や安全に直接関わる医療、薬品、保険食品の広告、未成年者の心身の健康を害する不法の性的、低俗な不良広告、また公共の秩序を乱し社会の安定に影響をもたらす悪質な虚偽・違法広告を取り締まりの重点とし、継続的に特別取り締まり業務の徹底的な推進を行う。
（二）省級テレビ局衛星放送チャンネル、大・中都市テレビ局経済生活チャンネル、都市向け報道機関の広告に対する監督、検査を継続的に強化し、テレビショッピング広告を厳格に管理監督し、健康情報番組の名義や新聞報道の形式を装って発表される広告の取り締りを行う。

　（三）インターネット上の非法な「性的機能治療薬」の広告、性病治療広告や低俗な不良広告の徹底した取り締まりを継続的に行い、インターネット上の風紀の乱れを取り締まるための特別業務を徹底して推進し、薬品の安全確保、インターネットを利用した虚偽薬品の広告の取り締まり、インターネット上の医療保険と薬品情報サービスの整備、インターネットや携帯電話メディアを利用して発信される猥褻・低俗な情報等に対する特別取り締まり業務を遂行する。

　（四）公衆からの苦情が集中し、広告の違法率が高い地区やメディアに対する監督管理を継続的に強化し、監督措置を整備して、案件の調査処理及び追跡調査処理を強化し、領域内の監督管理を徹底して、虚偽・違法広告の頻発や再犯を効果的に抑制する。

　二、広告発布前の審査を強化する

　（一）メディア広告発布活動の規範化を行う。工商部門はメディア広告発布前審査の行政指導を強化し、広告業界協会と共に広告審査員広告法律法規研修を開催し、メディアによる健全な広告業務受注登記、厳格な審査・確認、案件管理など各制度の確立、法に基づく広告代理、発布についての書面契約の締結を指導し、さらにメディア管理部門及び主管、主催単位に対し速やかに広告発表審査制度の実施状況の報告するよう指導しなければならない。

（二）メディア広告発布審査責任を確実にする。広播影視、新聞出版行政部門は、報道機関が広告発布審査の法的責任を確実に履行するよう監督し、テレビ・ラジオ広告、新聞・雑誌広告の発布に関する規定や制度を真摯に執行し、法的要求に基づいて関連証明書類を厳格に検査し、広告内容と照合し、報道機関及び関係者が法に基づいて発布広告の審査に対する意識と責任を強化するよう指導しなければならない。

　（三）メディア広告内容の指導管理を強化する。党委員会宣伝部門は、広告内容を報道管理の重要な部分とみなし、報道機関主管部門と共に報道機関が発布した広告中に存在する兆候的、傾向的問題について速やかに報告及び注意喚起を行い、報道機関による広告審査評価方法の改善を積極的に推進し、メディアが広告の正確な方向性を維持するよう指導、促進し、メディアの広告活動における自律性の強化を指導監督する。

　三、広告発布中の動態監督を強化する

　（一）広告の日常的な監督検査を強化する。工商部門は広告監視による事前警告の役割を十分に果たし、監視業務のメカニズムを整備し、日常の監督において発見した違法広告に対し、タイムリーな警告、是正を行い、問題が重大である場合、即時に発布停止を命令しなければならない。広告監視報告を報道機関及びその上級主管、主催単位に定期的に送付し、関連メディア広告に存在する顕著な問題について、速やかに当該地区の党委員会と政府に特別監視報告を送付する。

　（二）薬品、保健食品、医療器械の広告を発表する企業に対する監督検査を強化する。食品薬品監督管理部門は、薬品、保健食品、医療器械の広告に対する監視を継続的に強化し、深刻な違法広告に関わる企業に対して重点的な監督管理を実施し、現場監督検査と製品品質の抜き取り検査を強化し、違法広告発布行為に対し警告を行い、是正を監督する。

　（三）医療機関の広告発布行為に対する監視、監督管理を強化する。衛生行政、中医薬管理部門は医療広告の監視を強化し、医療広告の監視結果を医療機関の日常管理指標に取り入れ、医療機関による業務執行に対する監督管理を強化して、違法広告を発布した医療機関に対しては速やかに警告及び期限内の是正命令を行わなければならない。

　（四）新聞・雑誌広告の審査閲読業務を強化する。新聞出版行政部門は広告内容を閲読審査範囲に取り入れ、速やかに新聞広告中に存在する問題を発見、是正し、新聞・雑誌主管、主催単位に対して管理職責の履行を徹底するように求め、違法広告の発布問題が深刻な新聞・雑誌に対しては、その主管、主催単位が監督及び是正、違法広告の発布停止について責任を追うように要求する。

　（五）ラジオ・テレビ広告の監視を強化する。広播影視行政部門は放送機構の監督管理を強化し、監視範囲を拡大して、薬品、保健食品、医療器械、医療広告及びテレビショッピング広告に対する監視を強化し、違法広告の放送機構に対しては、速やかな警告声明を行い、批評を通報し、「違法広告放送の是正通知書」を下達して違法広告の放送停止を命令しなければならない。

　四、広告発布後の法に基づく取締りを強化する

　（一）工商、広播影視、新聞出版、衛生行政、薬品監督管理、中医薬管理部門は、「違法広告公告制度」を真摯に執行し、社会及び世論による監督効果を十分に発揮し、部門共同公告、広告監督管理機関公告、広告審査機関公告の発表を通し、典型的な広告案件の公開、違法広告案件の批評、広告監督管理の提示、深刻な違法容疑広告の監視公告等の形で、社会公告の効果をさらに拡大させ、虚偽・違法広告行為に対する抑止効果を強化する。

　（二）工商部門は、「広告法」、「反不正当競争法」などの規定に基づき、虚偽・違法広告に対する処罰を強化し、複数回にわたり虚偽・違法広告を発表したり、再犯を繰り返す広告主、広告経営者、広告発布者に対しては、法に基づき虚偽・違法広告を罰すると同時に、その広告発布業務を一時的に停止させ、広告発布資格までを取り消し、関連部門が報道機関の主管責任者と関係責任者の責任を追及するよう提案しなければならない。広告経営者、広告主、広告発布者が共謀して、実際の広告費を隠匿したり、虚偽の証明を提出したりする等の行為に及んだ場合、関連部門と共同して法に基づく厳格な取締りを行わなければならない。

　（三）衛生行政、中医薬管理部門は関連規定に基づき、医療機関が違法医療広告発布後二度警告を受けても是正を行わない、または違法に医療広告を発表することにより患者に身体的傷害または財産の損失をもたらした場合については、営業停止処分、または診療科目の取消し、さらには「医療機構営業許可証」の没収命令を下さなければならない。

　（四）薬品監督管理部門は関連規定に基づき、深刻な虚偽・違法広告の関わる薬品、保健食品、医療器械及び関連企業を「ブラックリスト」に掲載し、速やかに一時的な製品の販売停止、関連広告批准整理番号の取消、撤回、抹消などの措置を講じなければならない。

　（五）新聞出版行政部門は関連法規に基づき、新聞・雑誌広告内容を日常監督管理と品質評価範囲に取り入れ、広告の違法率が高く、監督管理部門により多数公告、公開され、虚偽違法広告の掲載問題が深刻な新聞・雑誌については、新聞・雑誌規定違反記録に掲載し、新聞・雑誌の年度検査業務の際の検査を延期し、期限内に是正するよう命じなくてはならない。是正効果が思わしくないまたは改善の見られない新聞・雑誌に対して、工商部門に広告発布権を停止するよう申し立てる。規定違反記録に掲載された新聞・雑誌と新聞・雑誌出版単位の主要責任者は、政府主催の各種表彰や評定において入選することができない。

　（六）広播影視行政部門は「ラジオ・テレビ広告放送管理弁法」、「ラジオ・テレビ放送機構規定違反処理弁法（試行）」に基づき、公衆から多数通報があり、違法広告発表問題の深刻な放送機構に対し、経緯や情況に応じて規定違反のチャンネル（周波数）の商業広告放送の一時停止、チャンネル（周波数）の放送一時停止、チャンネル（周波数）の取消、「ラジオ・テレビチャンネル許可証」の没収等の処分を行い、同時に放送機構の主管指導者と関係責任者の責任を追及しなければならない。

　（七）通信管理部門は「インターネット情報サービス管理弁法」、「非営利目的のインターネット情報サービス届出管理弁法」に基づき、関連部門と協力してインターネット広告を規範化し、インターネット情報サービス営業許可証を取得せずに、または非営利目的のインターネット情報届出手続きを履行せずに、勝手にインターネット情報サービスに従事するウェブサイトについて、関連インターネットへの接続サービス提供者に接続サービスの提供を停止するよう命じ、同時に関連インターネットへの接続サービス提供者の責任を追及する。関連部門が書面に通じて勝手に薬品、医療器械、医療保健等のインターネット情報サービスに従事し、かつ登録情報が真実でないと認定したウェブサイトについては、関連インターネットへの接続サービス提供者に接続サービスの提供を停止するよう命じ、同時に非営利目的のインターネットの登録を取り消し、さらにウェブサイト管理の「ブラックリスト」に掲載する。

　（八）公安機関は虚偽広告発布の犯罪行為を厳重に取り締まり、法に基づきインターネットや携帯電話メディアを利用し猥褻な情報を発信する犯罪行為者を厳重に処罰し、工商部門と共同で猥褻なウェブサイトに広告代理サービスを提供するネット広告業者を取り締まらなければならない。

　（九）新聞弁はインターネットの低俗な風紀を是正するための特別業務において総合調整役を果たし、関連部門と協力して速やかにネット上の不法な「性的機能治療薬」の広告や、性病治療広告、低俗な不良広告及び違法ウェブサイトを削除、閉鎖しなければならない。

　五、健全な監督管理法執行業務の協力連動メカニズムを確立する

　（一）部門間の健全な監督管理情報フィードバック処理メカニズムを確立する。連席会議の構成員である各組織は情報通報制度の更なる整備を行い、部門間のコミュニケーションチャンネルを確立し、監視データの共有と総合利用を実現し、速やかに案件の調査、関連メディアの処理、関連企業及び製品の処理、広告批准整理番号の取消、強制措置の採用等の状況を関連部門に通達しなければならず、関連部門が通達した監視状況や移送された広告案件に対しては、効果的な措置を講じ、速やかに処理、追跡調査処理を行い、かつ関連部門に対し調査処理の実行状況をフィードバックしなければならない。

　（二）健全な監督管理法執行連動メカニズムを確立する。工商、新聞弁、広播影視、新聞出版、通信管理、衛生行政、中医薬管理、薬品監督管理部門は、部門間の業務連携を強化し、各自の監督管理の職能や手段を十分に利用し、行政処分、経済的処罰、責任追及など様々の措置を講じて、効果的な総合監督管理協力を形成し、処罰措置の連動効果を強化し、深刻な虚偽違法広告の関わる広告発布者、広告経営者、広告主に対して共同で調査処理を行わなければならない。同時に、関連違法犯罪案件の公安機関への移送手続の更なる整備を進め、行政処罰と刑事責任追及の効果的な連携を実現しなければならない。

　（三）健全な監督検査メカニズムを確立する。工商、広播影視、新聞出版、通信管理、衛生行政、中医薬管理、薬品監督管理部門は、広告案件の調査処理の実施状況に対する監督管理を強化し、健全な業務制度を確立し、法執行による監督を強化し、案件の責任転嫁やもみ消し及び不当に軽い行政処罰や不適切な法執行等の行為については、関連規定に基づいて関係責任者の行政責任を追及しなければならない。犯罪を構成する場合は司法機関に移送し刑事責任を追及する。

　（四）責任追及制度を確立する。党委員会宣伝部門は報道機関主管部門と共同で、報道機関による虚偽違法及び不良広告の発布行為に対する指導責任追及制度を確立し、報道機関が広告発布審査の責任を履行せず、虚偽違法広告の頻発や違法率が高いなどの深刻な状況を招き、社会に悪影響や結果を招いた場合、関連規定に基づいて代表者と関係責任者の責任を追及する。監察機関と糾風弁は関連行政機関の法に基づく行政、監督管理責任の履行状況に対する監督検査を強化し、監督管理の怠慢や法執行の緩慢などの行為に対して法や規律に基づいて処理を実施する。犯罪を構成する場合、司法機関に移送し刑事責任を追及する。

